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育児や介護による休暇等により家計所得が減少された場合、県の生

活資金融資制度の「すくすくローン」、「ぬくもりローン」などが利用できま

す（Ｐ１４５参照）。 

  

（（８８））不不利利益益取取扱扱いいのの禁禁止止（（育育児児・・介介護護休休業業法法１１００、、１１６６条条））  
事業主は、育児・介護休業等を申し出たこと、取得したこと等を理由

に、解雇その他の不利益な取扱いをすることはできません。 

 

（（９９））育育児児休休業業等等にに関関すするるハハララススメメンントトのの防防止止措措置置  

（（育育児児・・介介護護休休業業法法２２５５条条））  
事業主は、育児・介護休業等を理由とした嫌がらせ等により就業環境

が害されることを防止する措置を講じなければなりません。 

派遣労働者の派遣先にも適用されます。 

 

（（１１００））紛紛争争がが生生じじたたととききのの解解決決方方法法  

（（育育児児・・介介護護休休業業法法５５２２条条のの２２～～６６））  
事業主は、育児・介護休業に関し、労働者からの苦情の申出を受けた

ときは労使により構成される苦情処理機関に苦情の処理をゆだねる等、

自主的な解決を図るよう努めなければなりません。 

また、紛争解決援助制度や紛争調整委員会による調停を利用した解

決方法があります（Ｐ２４参照）。 

  

４４  事事業業主主へへのの助助言言、、指指導導及及びび勧勧告告等等  

（（育育児児・・介介護護休休業業法法５５６６条条、、５５６６条条のの２２、、６６６６条条））  

国は、育児・介護休業法の施行に関し、事業主に対して報告を求めた

り、助言、指導、勧告を行うことができます。 

また、勧告に従わない企業名の公表制度や虚偽の報告等をした企業に

対する過料の制度もあります。 
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